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１
．
雇
用
・
失
業
の
動
向

（
消
費
が
持
ち
直
し
傾
向
に
あ
り
、緩
や
か
に

回
復
し
つ
つ
あ
る
日
本
経
済
）

　

日
本
経
済
は
、
二
○
一
二
年
春
頃
か
ら
、

欧
州
政
府
債
務
危
機
に
伴
う
世
界
景
気
の
減

速
に
よ
り
輸
出
が
減
少
に
転
じ
、
ま
た
、
エ

コ
カ
ー
補
助
金
の
政
策
効
果
の
反
動
等
に
よ

り
生
産
の
減
少
が
続
き
、
景
気
は
弱
い
動
き

と
な
っ
た
。（
二
○
一
二
年
四
月
が
景
気
の

暫
定
的
な
山
と
さ
れ
て
い
る
。）

第１図　実質経済成長率の需要項目別寄与度

○�　2013 年の実質経済成長率は、年の前半は株高等を背景とした個人消費の伸びが牽引したが、7～ 9月期は民間最終固定資
本形成と公的需要が成長を支えた。

○�　過去の景気回復局面（2002 年 1月～、2009 年 3月～）と比較すると、2012 年 9～12 月期以降は、輸出よりも消費が大きい。

平成25年　労働経済の年間分析
厚生労働省政策統括官付労働政策担当参事官室

○　我が国経済は、2012年春頃から世界景気の減

速等により弱い動きとなっていたが、2013年に

入って経済政策への期待や円安等を背景に家計や

企業のマインドが改善し、緩やかに回復しつつある。

○　雇用情勢は、完全失業率（季節調整値）が2009

年 7～ 9月期の5.4％から2013年 7～ 9月期

には4.0％まで低下し、また、有効求人倍率（季

節調整値）についても 2009 年 7 ～ 9 月期の

0.43 倍から 2013 年 7 ～ 9 月期には 0.95 倍

まで上昇しており、一部に厳しさが見られるものの、

改善が進んでいる。

○　賃金は、相対的に賃金水準の低いパートタイム

労働者の構成比の高まり等により減少傾向にある

が、2013 年 1～ 3月期から特別給与は前年同

期比で増加している。

○　消費は、消費マインドの改善等を背景に実質雇

用者所得が底堅く推移し、持ち直し傾向にある。

○　経済の先行きについては、輸出が持ち直しに向

かい、各種政策の効果が発現するなかで、家計所

得や投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確

かなものとなることが期待される。また、消費税

率引上げに伴う駆け込み需要も見込まれる。こう

した中で、経済の自律的回復の基盤を強化するた

めに、経済の好循環の実現に向けた取り組みをよ

り一層進めていくことが重要である。
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資料出所　内閣府「国民経済計算」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
　　　　　1）	数値は季節調整済前期比に対する寄与度。
　　　　　2）	2012年７～９月期１次速報値を使用。
　　　　　3）	民間総固定資本形成＝民間住宅＋民間企業設備投資＋民間在庫品増加
　　　　　4）	グラフのシャドー部分は景気後退期。
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こ
う
し
た
中
、
二
○
一
二
年
一
二
月
以

降
、
経
済
政
策
へ
の
期
待
や
円
安
等
を
背
景

に
、
株
高
が
進
む
と
と
も
に
、
長
引
く
デ
フ

レ
か
ら
の
早
期
脱
却
と
経
済
再
生
を
最
優
先

課
題
と
し
て
、「
大
胆
な
金
融
政
策
」、「
機

動
的
な
財
政
政
策
」、「
民
間
投
資
を
喚
起
す

る
成
長
戦
略
」
か
ら
な
る
「
三
本
の
矢
」
が

一
体
と
し
て
強
力
に
推
進
さ
れ
て
お
り
、
二

○
一
三
年
に
は
、
家
計
や
企
業
の
マ
イ
ン
ド

が
改
善
し
て
い
る
。

　

第
１
図
に
よ
り
、
実
質
経
済
成
長
率
の
需

要
項
目
別
寄
与
度
を
み
る
と
、
二
〇
一
三
年

の
前
半
は
株
高
等
を
背
景
と
し
た
個
人
消
費

の
伸
び
が
牽
引
し
た
が
、
七
～
九
月
期
は
民

間
最
終
固
定
資
本
形
成
と
公
的
需
要
が
成
長

を
支
え
た
。
年
初
以
来
、
消
費
マ
イ
ン
ド
の

改
善
、
株
価
上
昇
等
を
反
映
し
た
金
融
資
産

の
価
値
増
加
に
よ
る
資
産
効
果
が
、
個
人
消

費
の
押
し
上
げ
に
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

実
質
経
済
成
長
率
が
プ
ラ
ス
に
転
じ
た
二

○
一
二
年
一
〇
～
一
二
月
期
以
降
の
特
徴
に

つ
い
て
、二
〇
〇
二
年
一
月
、二
〇
〇
九
年
三

月
か
ら
始
ま
っ
た
過
去
の
景
気
回
復
局
面
と

比
較
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
は
回
復
初
期
で
消

費
よ
り
も
輸
出
の
方
が
押
し
上
げ
に
寄
与
し

て
い
た
が
、
今
回
回
復
し
つ
つ
あ
る
景
気
は
、

消
費
の
押
し
上
げ
の
寄
与
の
方
が
大
き
い
。

（
持
ち
直
し
の
動
き
に
あ
る
生
産
）

　

景
気
動
向
を
供
給
面
か
ら
把
握
す
る
た
め
、

鉱
工
業
生
産
指
数
及
び
第
三
次
産
業
活
動
指

数
の
推
移
を
第
２
図
で
み
る
。
鉱
工
業
生
産

指
数
（
二
〇
一
〇
年
＝
一
〇
〇
）
は
、
消
費

マ
イ
ン
ド
の
改
善
、
円
安
や
世
界
経
済
の
改

善
を
背
景
と
し
て
、
輸
送
機
械
、
は
ん
用
・

生
産
用
・
業
務
用
機
械
の
生
産
増
が
主
導
し
、

緩
や
か
に
上
昇
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
鉱
工
業
出
荷
内
訳
表
」
に
よ

り
、
鉱
工
業
製
品
の
出
荷
が
内
需
、
外
需
の

い
ず
れ
の
要
因
に
よ
っ
て
増
え
て
い
る
の
か
、

そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
円
安
や
世
界
経
済
の

回
復
を
背
景
と
し
た
輸
出
環
境
の
好
転
に
よ

り
、
輸
出
向
け
出
荷
指
数
は
二
〇
一
二
年

一
二
月
の
九
二
・
一
か
ら
増
加
基
調
と
な
っ

て
お
り
、
二
〇
一
三
年
九
月
に
は
九
三
・
八

と
な
っ
た
。
他
方
、
国
内
向
け
出
荷
指
数
は

二
〇
一
二
年
一
二
月
の
九
五
・
八
か
ら
九
月

の
九
七
・
六
（
速
報
値
）
と
緩
や
か
な
増
加

傾
向
で
推
移
し
て
い
る
。
財
別
の
出
荷
指
数

を
み
る
と
、
公
共
事
業
が
堅
調
に
推
移
し
て

い
る
こ
と
や
住
宅
建
設
が
増
加
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
建
設
財
が
二
〇
一
三
年
に
一
月
の

九
七
・
〇
か
ら
九
月
の
一
〇
七
・
八
（
速
報

値
）
と
な
り
、
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。
ま

た
、
業
種
別
の
出
荷
指
数
を
み
る
と
、
全
体

に
占
め
る
出
荷
割
合
が
高
い
一
般
機
械
、
輸

送
機
械
で
は
、
前
者
が
横
ば
い
で
推
移
し
て

い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
四
月
か
ら
六
月
に

か
け
て
減
少
し
つ
つ
七
月
か
ら
増
加
に
転
じ

て
い
る
。

　

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
活
動
を
総

合
的
に
捉
え
る
第
三
次
産
業
活
動
指
数

（
二
〇
〇
五
年
＝
一
〇
〇
）
は
、
二
○
一
三

年
一
月
の
九
八
．
六
か
ら
変
動
を
繰
り
返
し

な
が
ら
も
、
九
月
に
は
一
○
○
・
一
と
な
り
、

緩
や
か
な
上
昇
傾
向
に
あ
る
。
産
業
別
に
み

る
と
、
学
術
研
究
，
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス

業
、
情
報
通
信
業
、
金
融
業
，
保
険
業
の
順

に
寄
与
し
て
お
り
、
金
融
業
，
保
険
業
の
活

動
指
数
は
、
二
○
一
三
年
上
半
期
に
株
高
基

調
を
背
景
と
し
て
金
融
商
品
取
引
業
の
好
調
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第２図　生産活動の推移

資料出所　経済産業省「鉱工業指数」「第３次産業活動指数」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
　　（注）　グラフのシャドー部分は景気後退期。

資料出所　厚生労働省「職業安定業務統計」、総務省統計局「労働力調査」
　　（注）　1）	データは四半期平均値（季節調整値）。また、グラフのシャドー部分は景気後退期。
　　　　　2）	有効求人倍率及び新規求人倍率については、1973年から沖縄を含む。
　　　　　3）	完全失業率については、1972年７月から沖縄を含む。
　　　　　4）	有効求人倍率及び新規求人倍率については、新規学卒者を除きパートタイムを含む。
　　　　　5）	完全失業率の四半期値は、月次の季節調整値を厚生労働省労働政策担当参事官室にて単純平均したもの。ただし、2011年３月から８月までの

数値は総務省統計局により補完推計されている数値を用いた。
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○　2013 年に入り、鉱工業生産指数、第３次産業活動指数は緩やかに上昇している。

第３図　完全失業率と求人倍率の推移（季節調整値）

○　雇用情勢は、一部に厳しさが見られるものの、改善が進んでいる。
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に
支
え
ら
れ
る
形
で
上
昇
し
た
。

（
一
部
に
厳
し
さ
が
見
ら
れ
る
も
の
の
改
善

が
進
ん
で
い
る
雇
用
情
勢
）

　

第
３
図
に
よ
り
、
四
半
期
ご
と
の
完
全
失

業
率（
季
節
調
整
値
）と
有
効
求
人
倍
率（
同
）

の
動
き
を
見
る
と
、
二
○
○
九
年
三
月
に
景

気
の
谷
を
迎
え
た
後
、
完
全
失
業
率
は
二
○

○
九
年
七
～
九
月
期
に
五
・
四
％
に
上
昇
し
、

統
計
開
始
以
来
最
も
高
い
水
準
に
並
ん
だ
が
、

そ
の
後
は
緩
や
か
に
改
善
し
、
二
○
一
三

年
七
～
九
月
期
は
四
・
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
有
効
求
人
倍
率
は
、
二
○
○
九
年
七

～
九
月
期
に
〇
・
四
三
倍
と
統
計
開
始
以
来

最
も
低
い
水
準
ま
で
低
下
し
た
が
、
そ
の
後

改
善
基
調
が
続
き
、
二
○
一
三
年
七
～
九
月

期
に
は
〇
・
九
五
倍
と
な
っ
て
い
る
。
新
規

求
人
倍
率
に
つ
い
て
も
、
二
○
○
九
年
四
～

六
月
期
の
〇
・
七
七
倍
か
ら
二
○
一
三
年
七

～
九
月
期
に
は
一
・
四
七
倍
ま
で
改
善
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
別
の
改
善

の
動
き
に
は
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る（
後
述
）

な
ど
、
一
部
に
厳
し
さ
が
み
ら
れ
る
こ
と
に

注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

労
働
力
需
給
に
つ
い
て
、
求
人
の
動
き
を

み
る
と
、
有
効
求
人
数
（
季
節
調
整
値
）
は

二
○
○
九
年
一
〇
～
一
二
月
期
以
降
、
新
規

求
人
数
（
同
）
は
二
○
○
九
年
七
～
九
月
期

以
降
、
増
加
し
て
お
り
、
二
○
一
三
年
七
～

九
月
期
は
月
平
均
で
そ
れ
ぞ
れ
二
一
五
万
人
、

八
〇
万
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

求
職
の
動
き
を
み
る
と
、
有
効
求
職
者

数
（
季
節
調
整
値
）
は
二
○
○
九
年
一
〇
～

一
二
月
期
以
降
、
新
規
求
職
者
数
（
同
）
は

二
○
○
九
年
四
～
六
月
期
以
降
、
お
お
む
ね

減
少
傾
向
に
あ
り
、
二
○
一
三
年
七
～
九

月
期
は
月
平
均
で
そ
れ
ぞ
れ
二
二
七
万
人
、

五
四
万
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

足
下
で
は
ど
の
よ
う
な
求
人
が
増
え
て
き

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
４
図
に
よ
り
主
要

産
業
別
の
新
規
求
人
動
向
を
み
る
と
、
公
共

事
業
や
住
宅
着
工
の

増
加
や
円
安
等
に
よ

る
外
国
人
観
光
客
の

増
加
な
ど
を
背
景
と

し
て
、
建
設
業
や
宿

泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ

ス
業
な
ど
で
堅
調
な

求
人
増
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
二
○
一
二
年

六
月
か
ら
減
少
に
転

じ
て
い
た
製
造
業
に

つ
い
て
も
、
電
気
機

械
器
具
製
造
業
や
輸

送
用
機
械
器
具
製
造

業
に
お
け
る
増
加
を

背
景
と
し
て
、
二
○

一
三
年
六
月
か
ら
増

加
し
て
お
り
、
九

月
で
は
前
年
同
月

比
一
六
・
八
％
増
と

な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
建
設
業
に
お
い

て
は
、
新
規
求
人
数

は
増
加
し
て
い
る
も

の
の
、
労
働
力
調
査

の
雇
用
者
数
で
み
る

と
前
年
同
月
比
で

減
少
が
続
い
て
い
る
。

こ
の
背
景
の
一
因
と

し
て
、
求
人
条
件
と

求
職
者
の
希
望
の
間

に
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
生

じ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
た
め
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お

い
て
き
め
細
か
な
職
業
相
談
や
職
業
訓
練
へ

の
誘
導
を
行
う
こ
と
に
加
え
、
賃
金
条
件
の

改
善
と
と
も
に
、
建
設
関
係
職
種
の
雇
用
管

理
全
般
に
関
心
が
払
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

第４図　新規求人数の動向

第５図　2012年1～9月期から2013年1～9月期における非正規雇用労働者の増加の内訳

資料出所　厚生労働省「職業安定業務統計」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成

資料出所　総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
　　（注）　1）	データは、総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」の１～3月期平均結果、４～6月期平均結果、７～９月平均結果を単純平均して、2012年と2013年の１～９月期平均を算出し、増加分の内訳を	

みたもの。
　　　　　2）	「非正規の職員・従業員」のうち、「その他」は除いている。

○�　新規求人数を対前年同月比でみると、全産業は 2013 年も引き続き回復の傾向にあり、製造業も 6月よりプラスに転じている。

○�　非正規雇用労働者の増加の内訳をみると、女性では 35～ 59 歳のパート・アルバイト、男性では 60歳以上の契約社員・嘱託、パート・
アルバイトの影響が大きい。
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（
非
正
規
雇
用
労
働
者
が
増
加
）

　

雇
用
者
数
の
動
き
を
み
る
と
、
二
○
○
二

年
の
五
三
三
一
万
人
か
ら
二
○
一
二
年
に
は

五
五
〇
四
万
人
と
増
加
傾
向
に
あ
る
中
で
、

雇
用
者
（
役
員
を
除
く
）
に
占
め
る
非
正
規

の
職
員
・
従
業
員
の
割
合
は
三
分
の
一
を
上

回
る
水
準
で
推
移
し
て
お
り
、
二
○
一
三
年

七
～
九
月
期
で
は
三
六
・
七
％
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
非
正
規
雇
用
の
労
働
者
の
増
加
の

内
訳
を
み
る
た
め
、
二
○
一
二
年
一
月
～
九

月
期
か
ら
二
○
一
三
年
一
月
～
九
月
期
に
か

け
て
の
非
正
規
の
職
員
・
従
業
員
の
増
加
を

年
齢
別
・
雇
用
形
態
別
・
男
女
別
に
つ
い
て

示
し
た
も
の
が
、
第
５
図
で
あ
る
。

　

男
性
で
は
、
六
〇
歳
以
上
の
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
、
契
約
職
員
・
嘱
託
が
大
き
く
増

加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
高
年
齢
者
雇
用
安

定
法
に
基
づ
き
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
中
で
、
高
齢
人
口

の
増
加
や
継
続
雇
用
者
の
増
加
等
に
よ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

女
性
で
は
、
三
五
～
五
九
歳
の
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
が
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。
こ

の
原
因
と
し
て
は
、
全
体
的
に
賃
金
が
伸
び

悩
む
中
で
、
家
計
収
入
を
補
填
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
主
に
家
事
を
し
て

い
た
主
婦
層
が
働
き
出
し
て
い
る
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。

（
労
働
力
状
態
間
の
移
動
）

　

景
気
回
復
局
面
に
お
い
て
雇
用
者
が
増
加

す
る
過
程
で
は
、
労
働
力
状
態
間
で
様
々
な

移
動
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
失
業
者
が
就

職
に
成
功
し
て
雇
用
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
労

働
を
し
て
い
な
か
っ
た
学
生
が
卒
業
後
に
就

職
す
る
場
合
、
さ
ら
に
先
に
述
べ
た
と
お
り
、

家
事
・
育
児
等
を
行
っ
て
き
た
主
婦
層
が
就

業
を
開
始
す
る
場
合
等
、
様
々
な
移
動
が

あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
労
働
力
状
態
の

変
化
に
着
目
し
、
最
近
の
雇
用
者
の
増
加
の

背
景
を
探
っ
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
労
働

力
調
査
の
特
性
（
調
査
対
象
の
半
分
の
標
本

が
二
カ
月
連
続
で
調
査
対
象
と
な
る
。）
を

い
か
し
、
前
月
と
今
月
の
労
働
力
状
態
（
就

業
（
正
規
雇
用
・
非
正
規
雇

用
）、
失
業
、
非
労
働
力
の
三

つ
の
状
態
）
の
変
化
に
つ
い

て
、
第
６
図
に
よ
り
、
足
下

の
動
き
を
み
る
。

　

ま
ず
、
前
月
の
労
働
力
状

態
か
ら
今
月
変
化
し
、
正
規

雇
用
ま
た
は
非
正
規
雇
用
に

就
く
者
の
動
き
を
み
て
み
よ

う
。
す
る
と
、
四
月
を
除
き

非
正
規
雇
用
へ
と
労
働
力
状

態
を
変
化
さ
せ
る
者
が
多
い

こ
と
が
わ
か
る
。
四
月
に
正

規
雇
用
へ
移
行
す
る
者
が
多

い
理
由
と
し
て
は
、
そ
も
そ

も
就
業
し
て
い
な
か
っ
た
学

生
が
卒
業
後
に
正
規
雇
用
と

し
て
就
職
す
る
こ
と
が
一
つ

の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
よ
り
詳
し
く
労
働

力
状
態
の
変
化
を
み
て
み
よ

う
。
正
規
雇
用
か
ら
非
正
規

雇
用
へ
、
ま
た
非
正
規
雇
用

か
ら
正
規
雇
用
の
状
態
へ
直

接
移
行
す
る
者
が
ど
れ
だ
け

い
る
の
か
み
て
み
る
と
、
一

貫
し
て
非
正
規
雇
用
か
ら
正

第７図　雇用人員判断D.I.、雇用調整実施事業所割合の推移

資料出所　総務省統計局「労働力調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成　
　　（注）　1）	「労働力調査」のフローデータは、全調査世帯の2分の１が集計対象であること、総数に転出者、転入者を含むこと等から個々の数値が毎月公表

される原データと一致しないため、ストックの数値の内訳がフォローできない。そこで、ここではフローデータの各労働力状態別のフローの
数値が公表されたストックの数値と一致するよう修正を加えたものを使用している。

　　　　　2）	正規雇用・非正規雇用については、非農林業に限定。
　　　　　3）	失業、非労働力を含めた労働力状態の移動全体をみたものではないことに留意する必要がある。

資料出所　厚生労働省「労働経済動向調査」、日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
　　（注）　1）	グラフのシャドー部分は景気後退期。　　　　　　
　　　　　2）	雇用人員判断D.I.について、2007年3月調査、2010年3月調査において調査対象企業が変更となっており、数値は接続しない。
　　　　　3）	雇用調整実施事業所割合について、2013年7月～9月の値は、2013年8月調査における予定値。

○　製造業においても、雇用過剰感が低下傾向となっている。

第６図　労働力状態の変化
○�　前月と今月の変化について、就業状態間での移行をみると、正規雇用から非正規雇用よりも、非正
規雇用から正規雇用に移行する者の方が多い。

○�　失業状態、非労働力状態から就業する場合、正規雇用よりも非正規雇用に移行する者の方が多い。
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規
雇
用
へ
と
状
態
を
変
化
さ
せ
る
者
が
多
い

こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
失
業
状

態
及
び
非
労
働
力
状
態
か
ら
就
業
す
る
場
合
、

正
規
雇
用
と
し
て
就
職
す
る
者
に
比
べ
て
、

非
正
規
雇
用
の
形
態
に

移
行
す
る
者
の
方
が
多

く
な
っ
て
い
る
。
こ
の

理
由
と
し
て
は
、
失
業

状
態
を
抜
け
出
す
際
に

は
、
正
規
雇
用
の
職
に

就
く
こ
と
が
難
し
く
、

ま
た
、
非
労
働
力
状
態

か
ら
非
正
規
雇
用
へ
の

動
き
に
つ
い
て
は
、
新

た
に
働
き
に
出
て
き
た

主
婦
層
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
引
き
続
き

全
国
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

等
に
お
い
て
、
正
規
雇

用
を
希
望
す
る
者
に
対

す
る
積
極
的
な
就
職
支

援
等
が
重
要
で
あ
る
。

（
な
お
、
労
働
力
調
査

詳
細
集
計
で
離
職
者
の

雇
用
形
態
間
の
移
動
を

み
る
と
、
二
○
一
三
年

一
～
三
月
期
か
ら
七
～

九
月
期
の
単
純
平
均
で

は
、
前
職
正
規
雇
用
か

ら
現
職
非
正
規
雇
用
の

者
が
、
前
職
非
正
規
雇

用
か
ら
現
職
正
規
雇
用

の
者
を
上
回
っ
て
い

る
。）

（
雇
用
過
剰
感
は
低
下

傾
向
）

　

第
７
図
は
、
企
業
の

雇
用
人
員
判
断
Ｄ
．
Ｉ
．

（「
過
剰
」
―
「
不
足
」）
と
雇
用
調
整
実
施

事
業
所
割
合
の
推
移
で
あ
る
。
雇
用
人
員
判

断
Ｄ
．
Ｉ
．
に
つ
い
て
は
、
二
○
○
九
年
四

月
～
六
月
期
よ
り
低
下
傾
向
に
あ
り
、
サ
ー

ビ
ス
や
建
設
な
ど
非
製
造
業
の
生
産
活
動
が

強
め
に
推
移
す
る
中
で
、
特
に
非
製
造
業
の

不
足
感
が
大
き
い
。
製
造
業
に
お
い
て
は
依

然
と
し
て
過
剰
超
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

二
○
一
三
年
に
入
っ
て
か
ら
過
剰
感
が
低
下

し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
雇
用
調
整
実
施
事
業

所
割
合
の
推
移
を
み
る
と
、
産
業
計
で
は

二
○
一
三
年
は
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
る
が
、

製
造
業
で
は
下
降
基
調
で
推
移
し
て
い
る
。

（
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
別
の
雇
用
情
勢
）

　

第
８
図
に
よ
り
、
有
効
求
人
倍
率
（
季
節

調
整
値
）
の
推
移
を
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
別
に
見

る
と
、
二
○
○
九
年
後
半
か
ら
全
地
域
で
上

昇
傾
向
に
あ
る
。
特
に
、
東
日
本
大
震
災
か

ら
の
復
興
が
進
む
東
北
、
自
動
車
の
増
産
を

背
景
と
し
た
東
海
、
一
般
機
械
等
の
生
産
増

加
を
背
景
と
し
た
北
陸
で
高
い
有
効
求
人
倍

率
と
な
っ
て
い
る
。
二
○
一
三
年
七
～
九
月

期
に
は
、
こ
の
他
に
中
国
、
四
国
で
一
倍
を

超
え
る
数
値
と
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
北
海

道
、
九
州
・
沖
縄
で
は
〇
・
七
七
倍
と
依
然

と
し
て
厳
し
い
情
勢
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
雇
用

第８図　地域ブロック別有効求人倍率の推移

資料出所　厚生労働省「職業安定業務統計」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
　　（注）　1）	数値は季節調整値。
　　　　　2）	各ブロックの構成は以下のとおり。
　　　　　　　　北海道　　　　北海道
　　　　　　　　東北　　　　　青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
　　　　　　　　南関東　　　　埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県	
　　　　　　　　北関東・甲信　　茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
　　　　　　　　北陸　　　　　新潟県、富山県、石川県、福井県		
　　　　　　　　東海　　　　　岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
　　　　　　　　近畿　　　　　滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
　　　　　　　　中国　　　　　鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県　
　　　　　　　　四国　　　　　徳島県、香川県、愛媛県、高知県		
　　　　　　　　九州・沖縄　　　福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」
　　（注）　1）	調査産業計、事業所規模５人以上。
　　　　　2）	2013(1-9)は1～9月期についてみており、前年比のうち現金給与総額、きまって支給する給与、所定内給与は指数、所定外給与、

特別給与は実数から算出している。
　　　　　3）	前年比などの増減率は調査対象事業所の抽出替えに伴うギャップ等を修正した値であり、実額から計算した場合と必ずしも一

致しない。
　　　　　4）	実質賃金（総額）の増減率は、現金給与総額指数を消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）で除して算出した実質賃金指数

を基に作成している。

○　2009 年後半から全地域で上昇傾向にあるものの、北海道、九州・沖縄など一部に厳しさが見られる。
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第９表　月間賃金の内訳別の推移
○�　2013 年（1～ 9月期）の現金給与総額は、前年同期比 0.2％減と減少幅は縮小した。
○�　所定内給与は減少が続いているが、特別給与は 2013 年 1～ 3月期からは増加となった。

（単位　円、％）

年・期 現金給与	
総額

きまって
支給する

給与
特別給与

実質賃金	
（総額）の	

増減率一般労働者 パートタイム
労働者 所定内給与 所定外給与

額
2007 330,313	 413,342	 95,209	 269,508	 249,755	 19,753	 60,805	

08 331,300	 414,449	 95,873	 270,511	 251,068	 19,443	 60,789	
09 315,294	 398,101	 94,783	 262,357	 245,687	 16,670	 52,937	
10 317,321	 402,730	 95,790	 263,245	 245,038	 18,207	 54,076	
11 316,792	 403,563	 95,645	 262,373	 244,001	 18,372	 54,419	

		12 314,127	 401,694	 97,177	 261,585	 242,824	 18,761	 52,542	
		13 (1-9) 297,630	 381,419	 95,650	 260,111	 241,293	 18,818	 37,519	

	
前年比

2007 -1.0	 -0.4	 -0.7	 -0.5	 -0.5	 0.4	 -3.4	 -1.1	
08 -0.3	 0.0	 1.0	 -0.2	 -0.1	 -2.2	 -0.4	 -1.8	
09 -3.9	 -3.4	 -1.5	 -2.2	 -1.3	 -13.5	 -11.8	 -2.6	
10 0.5	 1.0	 1.1	 0.3	 -0.4	 9.1	 1.9	 1.3	
11 -0.2	 0.1	 -0.1	 -0.4	 -0.5	 0.8	 0.6	 0.1	

		12 -0.7	 -0.2	 1.5	 -0.1	 -0.2	 2.4	 -3.3	 -0.7	
		13 (1-9) -0.2	 0.5	 -0.6	 -0.6	 -0.6	 0.6	 2.3	 -0.3	

	
前年同期比

2011 Ⅰ 0.0	 0.6	 0.1	 -0.4	 -0.7	 3.1	 12.9	 0.6	
Ⅱ -0.6	 -0.2	 -0.6	 -0.6	 -0.6	 -1.5	 -0.1	 0.0	
Ⅲ -0.4	 -0.2	 -0.1	 -0.3	 -0.4	 -0.5	 -0.3	 -0.6	
Ⅳ -0.1	 0.2	 0.3	 -0.2	 -0.5	 2.1	 0.3	 0.3	

12 Ⅰ 0.0	 0.1	 2.5	 0.3	 0.0	 3.8	 -7.6	 -0.4	
Ⅱ -0.5	 0.1	 1.9	 0.2	 -0.2	 5.9	 -2.7	 -0.8	
Ⅲ -0.7	 -0.1	 0.5	 -0.3	 -0.4	 1.3	 -3.7	 -0.3	
Ⅳ -1.1	 -0.5	 1.0	 -0.4	 -0.2	 -1.2	 -3.0	 -0.9	

13 Ⅰ -0.6	 0.4	 -1.3	 -0.9	 -0.7	 -1.9	 9.6	 0.1	
Ⅱ 0.3	 0.9	 0.1	 -0.4	 -0.4	 0.6	 2.4	 0.5	
Ⅲ -0.4	 0.2	 -0.5	 -0.5	 -0.7	 3.0	 0.3	 -1.7	
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情
勢
に
つ
い
て
、
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福

島
県
と
も
に
有
効
求
人
倍
率
の
改
善
が
続
い

た
が
、
建
設
業
等
で
ミ
ス
マ
ッ
チ
も
み
ら
れ

る
。
引
き
続
き
、
復
興
関
連
求
人
の
確
保
、

当
面
の
雇
用
の
確
保
、
本
格
的
な
雇
用
の
創

出
を
図
る
と
と
も
に
、
求
職
者
の
状
況
を
踏

ま
え
た
的
確
な
職
業
紹
介
に
努
め
る
必
要
が

あ
る
。

 

２
．
賃
金
・
労
働
時
間
の
動
向

（
１
）
賃
金
の
動
向

（
現
金
給
与
総
額
の
前
年
比
の
減
少
幅
は
縮

小
し
、持
ち
直
し
の
動
き
も
）

　

第
９
表
に
よ
り
、
現
金
給
与
総
額
の
動
き

を
み
る
と
、
二
○
○
七
年
か
ら
三
年
連
続
前

年
比
で
減
少
し
た
後
、
二
○
一
○
年
に
は
増

加
と
な
っ
た
が
、
二
○
一
一
年
よ
り
再
び
減

少
に
転
じ
た
。
二
○
一
二
年
は
〇
・
七
％
減

と
減
少
幅
が
拡
大
し
た
が
、
二
○
一
三
年
一

～
九
月
期
で
は
〇
・
二
％
減
と
減
少
幅
は
縮

小
し
た
。

　

そ
の
内
訳
で
あ
る
所
定
内
給
与
、
所
定
外

給
与
、
特
別
給
与
の
動
き
を
み
る
と
、
二
○

一
三
年
一
～
九
月
期
で
は
、
所
定
内
給
与
は

〇
・
六
％
減
と
、
二
○
○
六
年
か
ら
八
年
連

続
し
て
減
少
し
た
。
所
定
外
給
与
は
、
二

○
一
三
年
一
～
九
月
期
に
は
〇
・
六
％
増
と

な
っ
た
。
特
別
給
与
は
二
○
一
二
年
で
三
・

三
％
減
と
三
年
ぶ
り
に
減
少
に
転
じ
た
が
、

二
○
一
三
年
一
～
九
月
期
に
は
二
・
三
％
増

と
な
っ
た
。

　

現
金
給
与
総
額
を
一
般
・
パ
ー
ト
別
に
み

る
と
、
二
○
一
三
年
一
～
九
月
期
に
は
一
般

労
働
者
は
〇
・
五
％
増
と
二
年
ぶ
り
に
増
加

に
転
じ
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
は

〇
・
六
％
減
と
二

年
ぶ
り
に
減
少
し

た
。

　

物
価
の
影
響
を

除
い
た
実
質
賃
金

を
み
る
と
、
二
○

一
三
年
一
～
九
月

期
に
は
前
年
比

〇
・
三
％
減
と
前

年
に
引
き
続
き
減

少
と
な
っ
た
。

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
比
率
の
上

昇
等
に
よ
り
所
定

内
給
与
は
減
少
傾

向
）

　

第
10
図
に
よ

り
、
所
定
内
給
与

の
変
化
率
を
、
一

般
労
働
者
の
給

与
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
の
給
与
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
構
成
比
の
寄

与
に
そ
れ
ぞ
れ
分

け
て
み
る
と
、
相

対
的
に
所
定
内
給

与
の
低
い
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
の

比
率
の
上
昇
に
よ

る
減
少
寄
与
が
続

資料出所　厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
　　（注）　1）	産業計、企業規模計の男性一般労働者のひと月当たりの所定内給与についてみたもの。　　　　
　　　　　2）	第１・十分位数とは、労働者を賃金の低い者から高い者へと十等分し、低い方から最初の節の者の賃金。同様に、第９・十分位数とは、高い方から最初の節の者の賃金。

第11図　年齢階級別にみた賃金水準の変化

第10図　所定内給与の増減要因（前年（同期）比）

○　第１・十分位数、中位数については、大卒、高卒ともにほぼ全ての年齢層で低下している。
○　第９・十分位数については、大卒ではほぼ変化していないが、高卒では全年齢層で低下している。

○�　相対的に賃金水準の低いパートタイム労働者の構成比の高まりにより、所定内給与の
減少が続いている。
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資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
　　（注）　1）	一般労働者とパートタイム労働者の双方を含む常用労働者全体の所定内給与の増減率に対し、一般労働者の所定内給与の増減、	

パートタイム労働者の所定内給与の増減、一般労働者とパートタイム労働者の構成比の変化の３つの要素が与えた影響の	
度合いを示したものである。

　　　　　　　具体的な要因分解の方法は、次式による。

　　　　　　　
ΔW = ΔWn{(1-r)+(1-r-Δｒ)}/2 +  ΔWp{r+(r+Δr)}/2 +  Δr{Wp+(Wp+ΔWp)-Wn-(Wn+ΔWｎ)｝/2 

W                   W                                 W                                         W

└ 一般の給与寄与 ┘ └パートの給与寄与┘ └ パートタイム労働者の構成比寄与 ┘

　　　　　　　Ｗ：所定内給与
　　　　　　　（￣は労働者計、添字ｎは一般労働者、ｐはパートタイム労働者、Δは対前年同期からの増減を示す）
　　　　　　　ｒ：パートタイム労働者の構成比
　　　　　2）	調査産業計、事業所規模５人以上。
　　　　　3）	常用労働者全体、一般労働者、パートタイム労働者のそれぞれについて、所定内給与指数に基準数値を乗じて所定内給与の	

時系列接続が可能となるように修正した実数値を算出し、これらの数値をもとにパートタイム労働者構成比を推計している。
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い
て
お
り
、
二
○
一
三
年
一
～
九
月
期
で
も

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率
の
上
昇
等
に
よ

り
、
前
年
同
期
比
で
常
用
労
働
者
全
体
の
所

定
内
給
与
は
減
少
し
た
。

（
中
長
期
的
な
賃
金
変
化
）

　

こ
こ
ま
で
直
近
の
賃
金
の
動
向
に
つ
い
て

み
た
が
、
次
に
、
中
長
期
的
な
賃
金
変
化
と

し
て
、
過
去
の
賃
金
水
準
と
の
比
較
に
つ
い

て
考
え
て
み
よ
う
。

　

非
正
規
雇
用
の
増
加
等
の
労
働
市
場
の
構

造
変
化
は
平
均
的
な
賃
金
水
準
に
影
響
を
与

え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
第
11
図
に
よ
り
、
賃

金
構
造
基
本
統
計
調
査
の
一
般
労
働
者
（
産

業
計
、
企
業
規
模
計
）
の
所
定
内
給
与
に
つ

い
て
、
雇
用
者
数
に
占
め
る
割
合
の
大
き
い

男
性
の
学
歴
別
に
一
番
低
い
層
（
第
一
・
十

分
位
）
と
中
位
層
及
び
一
番
高
い
層
（
第
九
・

十
分
位
）
に
着
目
し
て
み
る
。
第
一
・
十
分

位
数
、
中
位
数
に
つ
い
て
、
一
九
九
七
年
と

二
○
一
二
年
を
比
較
す
る
と
、
ほ
ぼ
す
べ
て

の
年
齢
層
で
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
一
五
年
間
で
賃
金
水
準
の
低

い
非
正
規
雇
用
労
働
者
（
フ
ル
タ
イ
ム
の
契

約
・
嘱
託
、
派
遣
な
ど
）
の
割
合
が
上
昇
し

た
こ
と
が
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
一

番
賃
金
の
高
い
層
で
あ
る
第
九
・
十
分
位
数

に
つ
い
て
み
る
と
、
大
卒
で
は
ほ
と
ん
ど
変

化
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
高
卒
で
は
全

年
齢
層
で
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
夏
季
賞
与
は
三
年
ぶ
り
に
増
加
）

　

厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
に

よ
る
と
、
二
○
一
三
年
夏
季
賞
与
は
事
業
所

規
模
五
人
以
上
で
は
三
五
万
九
三
一
七
円
と

な
り
、
前
年
比
〇
・
三
％
増
と
三
年
ぶ
り
の

増
加
と
な
っ
た
。

　

主
要
産
業
別
に
前
年
比
を
み
る
と
、
製

造
業
は
〇
・
一
％
増
、
卸
売
業
，
小
売
業
で

〇
・
四
％
増
と
な
っ
た
一
方
、
医
療
，
福
祉

で
六
・
五
％
減
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

事
業
所
規
模
別
に
み
る
と
、
減
少
し
た
の
は

一
〇
〇
～
四
九
九
人
規
模
の
み
で
、
そ
の
他

の
規
模
は
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
二
○
一
三
年
の
年
末
賞
与
に
つ
い

て
は
、
円
安
の
動
き
な
ど
を
受
け
た
二
○

一
三
年
度
上
期
の
企
業
収
益
の
持
ち
直
し
が

好
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お

り
、
一
一
月
一
三
日
に
経
団
連
が
発
表
し

た
「
二
〇
一
三
年
年
末
賞
与
・
一
時
金
大
手

企
業
業
種
別
妥
結
状
況
（
加
重
平
均
）」
の

第
一
回
集
計
に
よ
る
と
、
す
で
に
妥
結
し
た

七
六
社
の
総
平
均
が
前
年
よ
り
五
・
七
九
％

増
加
し
た
。

（
２
）
労
働
時
間
の
動
向

（
総
実
労
働
時
間
、所
定
内
労

働
時
間
は
減
少
）

　

第
12
表
に
よ
り
、
総
実

労
働
時
間
の
動
き
を
み
る

と
、
二
○
一
一
年
に
は
所
定

内
労
働
時
間
の
減
少
を
受
け

若
干
減
少
し
た
も
の
の
、
二

○
一
二
年
に
は
〇
・
五
％
増

と
再
び
増
加
し
た
。
二
○

一
三
年
一
～
九
月
期
を
み
る

と
、
一
・
二
％
減
少
し
て
い

る
。
な
お
、
二
○
一
三
年
一

～
三
月
期
に
、
就
業
形
態
計
、

一
般
労
働
者
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
の
い
ず
れ
に
つ
い

て
も
総
実
労
働
時
間
が
大
き

く
減
少
に
転
じ
た
が
、
こ
の

背
景
に
は
、
平
日
日
数
が
前

年
同
期
よ
り
二
日
少
な
い
な

ど
出
勤
日
数
の
減
少
に
よ
る

所
定
内
労
働
時
間
の
減
少
が

あ
る
。 

　

所
定
外
労
働
時
間
も
総
実

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」　
　　（注）　1）	調査産業計、事業所規模５人以上。
　　　　　2）	2013(1-9)は1～9月期についてみており、前年比は指数から算出している。
　　　　　3）	前年比などの増減率は調査対象事業所の抽出替えに伴うギャップ等を修正した値であり、実数から計算した場合と必ずしも	

一致しない。

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」、経済産業省「鉱工業指数」
　　（注）　1）	シャドー部分は景気後退期。
　　　　　2）	各指数については、最新の改定状況であり、毎月勤労統計調査、鉱工業生産指数ともに2010年＝100として算出している。

第12表　月間労働時間の内訳別の推移

第13図　生産・残業時間の推移（季節調整値）

○�　2012 年は、総実労働時間、所定内労働時間、所定外労働時間全てが増加したが、
2013 年１～９月期には所定外労働時間を除き減少した。

○�　生産低下に伴い、2012 年５月以降 11 月まで製造業の所定外労働時間は減少したが、2012
年 12 月以降、増加傾向にある。

（単位　時間、％）

年・期
総実労働時間

一般労働者 パートタイム
労働者

所定内
労働時間

所定外
労働時間

額
2007 150.7 170.6 94.0 139.7 11.0	

08 149.3 169.3 92.6 138.6 10.7	
09 144.4 164.7 90.2 135.2 9.2	
10 146.2 167.4 91.3 136.2 10.0	
11 145.6 167.2 90.8 135.6 10.0	

		12 147.1 169.2 92.1 136.7 10.4	
		13 (1-9) 144.7 167.0 90.8 134.3 10.4	

	
前年比

2007 -0.7	 0.0 -1.9	 -0.8	 1.3 
08 -1.2	 -0.9	 -1.7	 -1.1	 -1.5	
09 -2.8	 -2.5	 -2.3 -1.8 -14.9	
10 1.5	 1.8 1.3	 0.8	 10.1	
11 -0.2	 -0.1	 -0.3	 -0.3	 1.0	

		12 0.5 0.8 1.1	 0.5 0.6 
		13 (1-9) -1.2	 -0.8	 -1.2	 -1.4	 1.1 

	
前年同期比

2011 Ⅰ -0.5	 -0.2	 -0.1	 -0.7	 2.8	
Ⅱ -0.5	 -0.4	 -0.7	 -0.5	 -1.1	
Ⅲ -0.2	 0.1 -0.4	 -0.2	 0.2 
Ⅳ 0.1 0.3 -0.3	 0.0	 2.0	

12 Ⅰ 1.6	 1.7	 2.3	 1.7 1.8 
Ⅱ 1.0	 1.3 1.4	 0.7 4.0 
Ⅲ -0.8	 -0.7	 0.2	 -0.9	 -0.9	
Ⅳ 0.5 0.9 0.6 0.6 -2.5	

13 Ⅰ -2.9	 -2.6	 -2.0	 -3.2	 -1.6	
Ⅱ -0.5	 0.0 -0.8	 -0.5	 1.0	
Ⅲ -0.3	 0.3 -0.8	 -0.6	 4.0 

50 
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労
働
時
間
と
同
様
、
二
○
一
一
年
四
～
六
月

期
に
東
日
本
大
震
災
の
影
響
も
あ
り
一
時
的

に
減
少
し
た
後
、
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
。
二

○
一
二
年
七
～
九
月
期
に
は
再
び
減
少
し
た

が
、
二
〇
一
三
年
四
～
六
月
期
以
降
は
増
加

傾
向
に
あ
る
。

　

一
般
、
パ
ー
ト
の
別
に
総
実
労
働
時
間
を

み
る
と
、
一
般
労
働
者
は
二
○
一
三
年
四
～

六
月
期
に
前
年
同
期
比
で
横
ば
い
と
な
っ
た
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
二
○
一
三
年
一
～

三
月
期
か
ら
減
少
が
続
い
て
い
る
が
、
減
少

幅
は
縮
小
傾
向
に
あ
る
。

（
生
産
変
動
に
伴
う
所
定
外
労
働
時
間
の
動
向
）

　

第
13
図
に
よ
り
、
製
造
業
の
所
定
外
労
働

時
間
の
動
向
を
み
る
と
、
二
○
一
一
年
三
月

の
東
日
本
大
震
災
の
影
響
を
受
け
て
生
産
が

落
ち
込
ん
だ
影
響
に
よ
り
、
一
時
的
に
減
少

し
た
。
そ
の
後
は
持
ち
直
し
、
生
産
が
震
災

直
前
の
水
準
を
回
復
し
な
か
っ
た
中
で
、
所

定
外
労
働
時
間
は
震
災
前
の
水
準
を
上
回
っ

た
が
、
世
界
経
済
の
減
速
を
背
景
と
し
て
生

産
活
動
が
低
下
す
る
中
、
二
○
一
二
年
五

月
か
ら
一
一
月
ま
で
は
再
び
減
少
し
た
。
二

○
一
二
年
一
二
月
以
降
、
輸
出
環
境
の
改
善

等
に
よ
り
生
産
が
持
ち
直
し
た
こ
と
に
伴
い
、

所
定
外
労
働
時
間
は
増
加
傾
向
と
な
っ
て
い

る
。

 

３
．
物
価
、
勤
労
者
家
計
の
動
向

（
１
）
物
価
の
動
向

（
緩
や
か
に
上
昇
し
た
国
内
企
業
物
価
）

　

二
○
一
三
年
の
国
際
商
品
市
況
に
つ
い
て
、

原
油
価
格
は
世
界
経
済
見
通
し
の
改
善
を
背

景
に
比
較
的
高
値
で
推
移
し
た
。

　

こ
う
し
た
市
況
の
動
き
と
と
も
に
、
二
○

一
二
年
一
二
月
か
ら
為
替
の
円
安
方
向
へ
の

動
き
に
よ
り
輸
入
物
価
が
プ
ラ
ス
に
転
じ
た

こ
と
等
も
受
け
、
二
○
一
三
年
の
国
内
企
業

物
価
は
四
月
に
前
年
同
月
比
〇
・
一
％
増
と

プ
ラ
ス
に
転
じ
、
七
月
に
は
小
売
店
へ
の

出
荷
価
格
等
を
示
す
最
終
財
で
同
三
・
二
％

増
と
三
二
年
四
カ
月
ぶ
り
の
高
い
伸
び
率
で

上
昇
し
た
。
九
月
は
同
二
・
二
％
増
と
な
り
、

六
カ
月
連
続
で
上
昇
し
た
。

　

ま
た
、
第
14
図
に
よ
り
、
企
業
物
価
指
数

（
国
内
需
要
財
）
の
上
昇
率
に
つ
い
て
、
需

要
段
階
別
の
寄
与
度
を
み
る
と
、
二
○
一
二

年
七
～
九
月
期
に
全
て
の
需
要
段
階
の
寄
与

が
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
も
の
の
、
一
〇
～

一
二
月
期
に
は
下
落
幅
が
縮
小
し
た
。

　

二
○
一
三
年
一
～
三
月
期
に
は
為
替
の
円

安
方
向
の
動
き
と
と
も
に
輸
入
物
価
が
上
昇

し
、
素
原
材
料
が
前
年
同
期
比
九
・
八
％
上

昇
し
た
こ
と
が
寄
与
し
て
、
素
原
材
料
、
中

間
財
、
最
終
財
の
全
て
の
需
要
段
階
で
プ
ラ

ス
に
転
じ
た
。
そ
の
後
も
多
少
の
変
動
を
伴

い
な
が
ら
も
為
替
相
場
の
円
安
方
向
の
動
き

が
継
続
し
た
こ
と
に
よ
り
、
上
昇
を
維
持
し

七
～
九
月
期
に
は
同
五
・
六
％
の

伸
び
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
七
～
九
月
期
で
は
素
原

材
料
が
同
一
六
・
一
％
、
中
間
財

が
同
五
・
二
％
、
最
終
財
が
同
三
・

〇
％
の
上
昇
と
な
っ
て
お
り
、
円

安
基
調
が
続
い
た
こ
と
に
伴
い
、

素
原
材
料
、
中
間
財
の
み
な
ら
ず

最
終
財
に
ま
で
企
業
間
の
取
引
に

お
い
て
徐
々
に
物
価
上
昇
が
波
及

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

企
業
向
け
サ
ー
ビ
ス
価
格
は
、

企
業
の
経
費
節
減
の
動
き
な
ど
を

受
け
、二
○
一
二
年
は
前
年
比
〇
・

四
％
下
落
と
四
年
連
続
で
下
落
し
、

二
○
一
三
年
一
～
三
月
期
も
前
年

同
期
比
〇
・
一
％
下
落
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
四
～
六
月
期
に
為
替
の

円
安
方
向
の
動
き
の
影
響
を
受
け

て
同
〇
・
二
％
上
昇
し
、
七
～
九

月
期
は
同
〇
・
六
％
増
と
な
っ
た
。

資料出所　日本銀行「企業物価指数」
　　（注）　1）	企業物価指数（国内需要財）は、企業物価指数を需要段階別・用途別に分類し、組替えることにより作成したもの。
	 具体的には、国内企業物価指数と輸入物価指数（円ベース）の採用品目を国内需要財としている。
　　　　　2）	国内需要財は、以下の３項目に分類することが出来る。

・	「素原材料」とは、第一次産業で生産された未加工の原材料、燃料で生産活動のため使用、消費されるもの（例…原油など）
・	「中間財」とは、加工過程を経た製品で、生産活動のためさらに使用、消費される原材料、燃料、動力及び生産活動の過程で使用される

消耗品（例…ナフサなど）
・	「最終財」とは、生産活動において原材料、燃料、動力として、さらに使用、消費されることのない最終製品
	 　（例…プラスチック製日用品など）

　　　　　3）	2010年基準で算出。

資料出所　総務省統計局「消費者物価指数」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
　　（注）　消費者物価指数（財・サービス分類）を以下のとおり一部組み替えて作成した。
　　　　　　公共サービス（含水道）：公共サービス、水道料
　　　　　　生鮮商品：生鮮野菜、生鮮果物、生鮮魚介、生鮮肉、卵、切り花　　
　　　　　　一般サービス：公共サービスを除くサービス
　　　　　　一般商品：石油製品を除く工業製品、他の農水畜産物（米類等）、出版物
　　　　　　エネルギー：電気代、都市ガス代、石油製品（プロパンガス、灯油、ガソリン）

第14図　企業物価指数（国内需要財）上昇率の需要段階別寄与度

第15図　消費者物価上昇率の財・サービス分類別寄与度

○�　企業物価は、素原材料と中間財の下落に伴い 2012 年 7 ～ 9月期に全ての財の寄与がマイ
ナスとなったが、円安による輸入物価の上昇を受けて 13 年 1 ～ 3月期に上昇に転じて以降、
上昇した。

○�　消費者物価指数は、一般商品や生鮮商品の価格低下により 2013 年 1 ～ 3
月期、4～ 6月期に前年同期比で緩やかに低下したが、7～ 9月期にはエネ
ルギー価格の上昇や一般商品価格の下げ止まり等により、上昇に転じた。
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特
に
八
月
は
為
替
や
海
外
景
気
の
影
響
を
受

け
に
く
い
総
平
均
（
国
際
運
輸
を
除
く
）
で

も
同
〇
・
一
％
上
昇
と
一
年
三
カ
月
ぶ
り
の

プ
ラ
ス
と
な
っ
た
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
中
心
に
上
昇

し
、
底
堅
く
推

移
し
た
消
費
者

物
価
）

　

消
費
者
物
価

指
数
は
、
総
合

指
数
で
二
○

一
二
年
平
均
で

は
前
年
比
横
ば

い
と
四
年
ぶ
り

に
下
げ
止
ま
っ

た
が
、
生
鮮
食

品
を
除
く
総

合
（
い
わ
ゆ
る

コ
ア
）
で
同

〇
・
一
％
下
落

し
て
四
年
連
続

で
前
年
を
下
回

り
、
生
鮮
食
品
、

石
油
製
品
及
び

そ
の
他
特
殊
要

因
を
除
く
総
合

（
い
わ
ゆ
る
コ

ア
コ
ア
）
で
は

二
○
一
一
年
以

降
、
下
落
幅
が

大
き
く
な
っ
て

い
た
。

　

二
○
一
三
年

に
入
っ
て
か
ら

も
消
費
者
物
価

は
緩
や
か
に
下

落
し
て
い
た
が
、

為
替
の
円
安
方

向
の
動
き
を
受
け
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
中
心
に

上
昇
し
た
こ
と
で
徐
々
に
下
落
幅
が
縮
小
し
、

五
月
に
生
鮮
食
品
を
除
く
総
合
（
い
わ
ゆ
る

コ
ア
）
が
前
年
同
月
比
横
ば
い
と
な
っ
て
下

げ
止
ま
り
、
六
月
に
総
合
指
数
が
前
年
同

期
比
〇
・
二
％
と
増
加
に
転
じ
た
。
さ
ら
に
、

八
月
に
生
鮮
食
品
、
石
油
製
品
及
び
そ
の
他

特
殊
要
因
を
除
く
総
合
（
い
わ
ゆ
る
コ
ア
コ

ア
）
が
前
年
同
月
比
横
ば
い
と
な
っ
て
下
げ

止
ま
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
第
15
図
に
よ
り
、
消
費
者
物
価

指
数（
総
合
指
数
）の
上
昇
率
に
つ
い
て
、財
・

サ
ー
ビ
ス
分
類
別
の
寄
与
度
を
み
る
と
、
一

般
商
品
や
生
鮮
商
品
の
価
格
低
下
に
よ
り
二

○
一
三
年
一
～
三
月
期
、
四
～
六
月
期
に
前

年
同
期
比
で
緩
や
か
に
下
落
し
た
が
、
七
～

九
月
期
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
上
昇
や
一

般
商
品
価
格
の
下
げ
止
ま
り
等
に
よ
り
、
上

昇
に
転
じ
た
。

　

な
お
、
九
月
に
は
、
長
く
消
費
者
物
価
の

押
し
下
げ
要
因
と
な
っ
て
い
た
テ
レ
ビ
や
パ

ソ
コ
ン
等
を
含
む
「
教
養
娯
楽
用
耐
久
財
」

（
一
般
商
品
に
含
ま
れ
る
）
が
前
年
同
月
比

〇
・
一
％
と
な
り
二
一
年
七
カ
月
ぶ
り
の
プ

ラ
ス
と
な
っ
た
。
ま
た
、
生
鮮
食
品
は
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
価
格
や
円
安
に
よ
る
原
材
料
価
格

の
コ
ス
ト
増
が
価
格
に
転
嫁
さ
れ
る
動
き
が

七
～
九
月
期
か
ら
生
じ
て
お
り
、
同
期
か
ら

上
昇
に
転
じ
た
。

（
２
）
勤
労
者
家
計
の
動
向

（
持
ち
直
し
た
消
費
）

　

第
16
表
に
よ
り
、
四
半
期
ご
と
に
消
費
支

出
の
動
向
を
み
る
と
、
二
○
一
三
年
一
～
三

月
期
は
、
教
育
（
前
年
同
期
比
八
・
四
％
増
）

で
大
き
く
増
加
し
た
ほ
か
、
消
費
者
心
理
の

改
善
（
後
述
）
が
本
格
化
し
、
自
動
車
購
入

等
の
交
通
・
通
信
（
同
一
四
・
八
％
増
）、
教

養
娯
楽
（
同
四
・
七
％
増
）、
被
服
及
び
履
物

（
同
二
・
七
％
増
）
等
、
住
居
を
除
い
た
費
目

で
増
加
し
た
。
こ
の
期
に
個
人
消
費
が
持
ち

直
し
、
消
費
支
出
全
体
と
し
て
前
年
同
期
比

四
・
九
％
増
と
な
っ
た
。

　

四
～
六
月
期
は
、
為
替
や
株
価
が
多
少
の

変
動
を
伴
い
つ
つ
も
依
然
水
準
が
維
持
さ
れ

る
中
で
、
高
齢
者
人
口
の
増
加
等
に
よ
る
需

要
増
や
医
療
の
高
度
化
が
続
く
保
健
医
療

（
同
五
・
八
％
増
）、
酒
類
や
外
食
等
が
増
加

し
た
食
料
（
同
四
・
四
％
増
）、
家
事
用
耐
久

財
等
が
増
加
し
た
家
具
・
家
事
用
品
（
同
四
・

〇
％
増
）
等
で
増
加
し
た
。
消
費
支
出
全
体

と
し
て
同
一
・
一
％
増
と
な
っ
た
。

　

七
～
九
月
期
は
、
住
居
（
同
六
・
〇
％
減
）

や
保
健
医
療
（
同
五
・
六
％
減
）
で
減
少
し

た
も
の
の
、
補
習
教
育
等
が
増
加
し
た
教
育

（
同
一
四
・
七
％
増
）、
宿
泊
料
や
教
養
娯
楽

用
品
等
が
増
加
し
た
教
養
娯
楽（
同
五
・
八
％

増
）、
婦
人
用
洋
服
等
が
増
加
し
た
被
服
及

び
履
物
（
同
四
・
一
％
増
）
が
増
加
し
た
こ

と
に
よ
り
、消
費
支
出
全
体
と
し
て
は
同
○
・

六
％
増
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
七
～
九
月
期

は
好
調
で
あ
っ
た
年
前
半
の
反
動
や
消
費
者

マ
イ
ン
ド
改
善
の
一
服
を
背
景
に
、
増
加
幅

は
一
服
し
た
。

　

な
お
、
九
月
の
調
査
に
お
い
て
は
、
商
業

販
売
統
計
の
自
動
車
小
売
業
で
前
年
同
月
比

一
一
・
○
％
増
加
し
、
景
気
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー

調
査
で
住
宅
関
連
の
受
注
や
自
動
車
関
連
の

物
流
量
・
販
売
が
増
加
し
た
等
の
コ
メ
ン
ト

が
寄
せ
ら
れ
る
等
、
消
費
増
税
前
の
駆
け
込

み
需
要
の
動
き
が
み
ら
れ
た
。

（
一
時
足
踏
み
状
態
と
な
っ
た
も
の
の
持
ち

直
し
た
消
費
者
心
理
）

　

第
17
図
に
よ
り
、
消
費
者
心
理
の
代
表
的

な
指
標
で
あ
る
消
費
者
態
度
指
数
（
一
般
世

第16表　費目別消費支出の推移

○　2013 年に入り消費者心理の改善が本格化し、「教養娯楽」などで大きく増加し、消費支出全体も増加した。

資料出所　総務省統計局「家計調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
　　（注）　1）	二人以上の世帯のうち勤労者世帯の数値。
　　　　　2）	指数は世帯人員及び１か月の日数調整済の消費水準指数（原指数）の数値。
　　　　　3）	2013(1～9)は１～９月の平均値。

（2010年＝100）

年・期

消費支出 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽

指数
実質前年	
同期比	
（％）

指数
実質前年	
同期比	
（％）

指数
実質前年	
同期比	
（％）

指数
実質前年	
同期比	
（％）

指数
実質前年	
同期比	
（％）

指数
実質前年	
同期比	
（％）

指数
実質前年	
同期比	
（％）

指数
実質前年	
同期比	
（％）

指数
実質前年	
同期比	
（％）

指数
実質前年	
同期比	
（％）

2008 99.3	 -1.1 101.4	 -1.6 92.3	 -5.6 99.4	 -0.8 91.7	 6.2 102.4	 -4.4 100.8	 -0.6 96.3	 2.3 91.8	 -2.3 93.2	 1.2
09 99.4	 -0.3 100.3	 -1.5 94.6	 2.4 98.0	 -1.1 91.1	 -1.1 100.0	 -2.5 104.9	 3.9 99.2	 2.6 95.8	 2.8 95.5	 2.2
10 100.0	 0.6 100.0	 -0.5 100.0	 6.0 100.0	 1.3 100.0	 9.9 100.0	 -0.3 100.0	 -4.8 100.0	 0.9 100.0	 3.2 100.0	 4.6
11 97.3	 -2.7 98.7	 -1.3 104.8	 4.7 97.1	 -3.0 103.4	 3.6 96.7	 -3.2 96.1	 -3.8 93.8	 -6.3 104.1	 4.5 95.4	 -4.6
12 98.6	 1.6 99.8	 1.4 99.4	 -5.0 96.3	 -0.4 107.1	 3.7 99.7	 3.4 104.2	 8.6 102.9	 10.1 99.6	 -3.6 94.1	 -0.9
13 （1～9） 99.9	 2.2	 100.8	 2.5	 95.4	 -1.1	 98.2	 -1.2	 106.0	 1.9	 97.9	 3.5	 102.9	 1.0	 105.0	 2.6	 108.8	 7.3	 96.9	 4.2	

2010 Ⅰ 101.7	 1.1 97.2	 0.0	 95.2	 4.3	 122.4	 -0.3	 87.2	 12.7	 108.2	 -0.4	 99.5	 -7.2	 103.0	 4.9	 104.4	 1.9	 96.8	 4.3	
Ⅱ 97.7	 -1.9 97.8	 -2.4	 105.1	 9.1	 98.3	 1.5	 89.4	 2.8	 95.4	 -6.2	 93.9	 -6.1	 93.3	 -3.0	 116.6	 -0.3	 94.2	 3.6	
Ⅲ 98.7	 2.0 100.3	 0.6	 95.8	 1.0	 87.4	 5.3	 110.8	 8.4	 90.8	 7.1	 99.8	 -2.8	 107.9	 7.1	 81.7	 4.3	 100.1	 -0.3	
Ⅳ 101.8	 0.9 104.7	 -0.3	 103.9	 9.8	 92.0	 1.6	 112.6	 15.1	 105.6	 -0.2	 106.8	 -3.3	 95.8	 -5.5	 97.3	 8.7	 108.9	 10.6	

11 Ⅰ 97.7	 -4.0 96.0	 -1.3	 93.5	 -2.4	 125.4	 2.5	 90.2	 3.7	 98.0	 -9.6	 95.7	 -3.9	 97.8	 -5.3	 101.8	 -1.7	 90.8	 -6.4	
Ⅱ 96.1	 -1.7 96.2	 -1.6	 99.2	 -5.8	 95.1	 -3.3	 104.3	 17.0	 94.5	 -0.9	 91.6	 -2.5	 90.2	 -3.6	 116.0	 -0.2	 94.7	 0.2	
Ⅲ 95.4	 -3.4 98.6	 -1.7	 112.7	 17.1	 81.1	 -7.2	 109.4	 -1.3	 84.3	 -7.2	 92.6	 -7.2	 92.4	 -14.5	 92.7	 13.3	 99.9	 0.0	
Ⅳ 100.2	 -1.6 104.0	 -0.6	 113.8	 9.8	 87.0	 -5.3	 109.7	 -2.7	 109.9	 4.2	 104.6	 -2.0	 94.8	 -1.0	 105.8	 9.2	 96.1	 -11.5	

12 Ⅰ 97.9	 1.4 97.2	 2.5	 93.3	 1.0	 123.3	 -0.5	 92.6	 3.5	 103.6	 7.1	 103.5	 9.2	 96.2	 -0.6	 104.4	 3.4	 91.3	 1.8	
Ⅱ 98.3	 2.4 97.3	 1.2	 98.0	 -1.1	 94.0	 -0.9	 103.9	 -0.5	 98.5	 4.1	 96.0	 4.7	 103.8	 15.6	 119.8	 3.8	 93.4	 -1.1	
Ⅲ 96.4	 1.0 99.8	 1.1	 99.4	 -11.6	 79.6	 -1.8	 114.8	 4.7	 82.4	 -2.3	 105.5	 13.8	 106.2	 14.8	 81.0	 -12.3	 94.0	 -6.0	
Ⅳ 101.7	 1.6 105.0	 1.1	 107.1	 -6.6	 88.2	 1.5	 117.1	 6.8	 114.2	 4.0	 111.9	 6.8	 105.3	 11.3	 93.3	 -10.6	 97.9	 2.0	

13 Ⅰ 103.6	 4.9 99.8	 1.9	 93.4	 -1.7	 124.6	 0.2	 94.1	 0.7	 106.8	 2.7	 107.3	 2.6	 111.5	 14.8	 112.3	 8.4	 96.3	 4.7	
Ⅱ 99.3	 1.1 101.3	 4.4	 100.0	 1.7	 90.2	 -3.9	 107.9	 4.0	 101.3	 3.1	 101.7	 5.8	 98.4	 -5.6	 119.5	 1.0	 94.9	 1.5	
Ⅲ 96.9	 0.6	 101.3	 1.4	 92.8	 -6.0	 79.8	 0.1	 116.0	 1.0	 85.8	 4.1	 99.6	 -5.6	 105.3	 -0.9	 94.6	 14.7	 99.5	 5.8	
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帯
・
季
節
調
整
値
）
を
み
る
と
、
二
○
一
三

年
一
月
か
ら
株
高
や
緊
急
経
済
対
策
等
を
受

け
て
雇
用
環
境
を
中
心
に
消
費
者
の
先
行
き

へ
の
期
待
感
が
高
ま
り
、
五
月
ま
で
五
カ
月

連
続
で
上
昇
し
た
。
そ
の
後
、
六
月
～
八
月

は
円
安
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
日
用
品
の
価
格
が

上
昇
傾
向
に
あ
る
こ
と
等
が
影
響
し
て
足

踏
み
状
態
と
な
っ
た
も
の
の
、
九
月
に
は
、

二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
開
催
決
定
や
株
価
の
上
昇
等
を
受

け
て
、
雇
用
環
境
を
中
心
に
全
て
の
指
標
で

上
昇
し
た
。

（
世
代
に
よ
り
異
な
る
消
費
構
造
）

　

こ
こ
ま
で
足
下
の
消
費
の
動
向
を
み
て
き

た
が
、
よ
り
詳
細
に
消
費
構
造
を
み
る
た
め

に
、
年
齢
・
世
代
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
そ

の
構
造
が
異
な
っ
て
い
る
の
か
み
て
い
く
。

　

ま
ず
、
年
齢
が
消
費
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ

い
て
、
恒
常
所
得
仮
説
に
よ
る
と
、
現
役
時

代
に
労
働
に
よ
っ
て
所
得
を
得
る
一

方
で
、
老
後
の
備
え
と
し
て
貯
蓄
を

行
う
。
高
齢
期
に
は
貯
蓄
を
取
り
崩

し
な
が
ら
消
費
を
行
う
た
め
、
消
費

性
向
が
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。
一
方
で
、
年
齢
だ
け
で
な

く
、
特
定
の
年
代
に
生
ま
れ
た
世
代

に
特
有
に
見
ら
れ
る
特
徴
（
世
代

効
果
）
に
よ
っ
て
も
消
費
構
造
は
異

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
の
経
済
状
況
の
違

い
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
、
将

来
の
不
確
実
性
や
不
安
な
ど
は
世
代

ご
と
の
消
費
行
動
に
影
響
を
与
え
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
全
国
消
費
実
態
調
査

を
用
い
、
第
18
図
に
よ
り
勤
労
者
世

帯
の
年
齢
階
級
別
の
平
均
消
費
性
向

と
貯
蓄
率
の
推
移
を
み
て
み
る
（
厳

密
に
は
そ
の
時
々
の
経
済
情
勢
の
影

響
も
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に

留
意
）。
平
均
貯
蓄
率
の
推
移
を
み

る
と
、
恒
常
所
得
仮
説
が
予
想
す
る

と
お
り
、
全
年
代
を
通
じ
て
若
年
期

か
ら
中
年
期
に
な
る
に
つ
れ
貯
蓄
率

は
高
ま
る
傾
向
に
あ
り
、
高
年
期
に

な
る
と
貯
蓄
率
の
低
下
が
み
ら
れ
る
。

一
方
、
世
代
別
に
み
る
と
、
近
年
で

は
貯
蓄
率
が
下
が
っ
て
い
る
も
の
の
、

長
期
的
に
は
若
い
世
代
ほ
ど
貯
蓄
率

が
高
ま
っ
て
い
く
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

消
費
支
出
が
ほ
ぼ
変
化
し
な
い
一
方

で
所
得
が
上
昇
し
た
こ
と
に
加
え
、

第17図　消費者態度指数の推移

第18図　年齢階級別の平均消費性向と平均貯蓄率の推移

○�　2013 年 1 月から先行きへの期待が高まって雇用環境を中心に消費者心理は持ち直した。6～ 8月に足踏み状態となったもの
の、2020 年のオリンピック招致が決定したこと等を受け９月に再び上昇した。

（平均貯蓄率）
○　若年期から中年期にかけ高まる傾向にあり、高年期になると低下がみられる。
○　世代別にみると、長期的には若い世代ほど貯蓄率が高まっていく傾向がある。
（平均消費性向）
○　一定年齢までは低下し、その後貯蓄の取り崩しが始まるため、消費性向は高くなっていく。
○　世代別にみると、高齢世代で高くなっている。
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断判時い買
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数指度態者費消

）月・年（
資料出所　内閣府「消費動向調査」
　　（注）　1）	消費者態度指数の作成方法は以下のとおり。
　　　　　　①「暮らし向き」、「収入の増え方」、「雇用環境」、「耐久消費財の買い時判断」の４項目について消費者の意識を調査する。
　　　　　　　その際、各調査項目が今後半年間に今よりもどのように変化すると考えているか、５段階評価で回答を求める。
　　　　　　②各調査項目ごとに５段階評価にそれぞれ点数を与え、各調査項目ごとの消費者意識指標を算出する。
　　　　　　　具体的には、消費にプラスの回答区分「良くなる」に（＋１）、「やや良くなる」に（＋0.75）、中立の回答区分「変わらない」に（＋0.5）、マイナスの回答区分「やや悪くなる」に（＋0.25）、	

「悪くなる」に（０）の点数を与え、これを各回答区分のそれぞれの構成比（％）に乗じ、合計したものである。
　　　　　　③これら４項目の消費者意識指標（原数値）を単純平均して消費者態度指数（原数値）を算出する。
　　　　　2）	一般世帯（二人以上の世帯）、季節調整値。
　　　　　3）	平成25年４月調査から郵送調査法に調査方法が変更されたため、それ以前の訪問留置調査の数値と不連続が生じている。

資料出所　総務省統計局「全国消費実態調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
　　（注）　1）	二人以上の世帯のうち勤労者世帯。
　　　　　2）	消費額は物価の水準と世帯の人員を調整したもの。
　　　　　　	なお、世帯の人員の調整は世帯の消費に関する規模の経済性を考慮した等価尺度（Equivalence	scales）のうち、OECDが主に所得の国際比較をする際に用いるSquare	root	scale	

（世帯人員４人の世帯の需要は単身世帯の２倍とみなす）によって、世帯当たりの消費を世帯人員当たり消費に換算した。具体的な計算式は以下のとおり。
　　　　　　　　　　　　　１世帯当たりの1か月間の支出　　
　　　　　　　　　　　消費者物価指数×世帯人員数の平方根
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第19図　年齢階級別・ライフステージ別の消費構造の変化
○�　高齢世代ほど食料費、家具・家事用品、被服及び履物等への支出が多く、若い世代ほど通信費、保健医療費、教育費、教養娯楽費等への支出が多くなっている。
○　耐久消費財に着目すると、家庭用耐久消費財は若い世代ほど支出が少ないが、教養娯楽用耐久財は若い世代ほど支出が大きい。
○　通信費は若い世代ほど大きく、交際費は高齢世代ほど大きい。
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資料出所　総務省統計局「全国消費実態調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
　　（注）　1）	二人以上の世帯のうち勤労者世帯。
　　　　　2）	消費額は物価の水準と世帯の人員を調整したもの。
	 なお、世帯の人員の調整は世帯の消費に関する規模の経済性を考慮した等価尺度（Equivalence	scales）のうち、OECDが主に所得の国際比較をする際に用いるSquare	root	scale（世帯人員４人の世帯の需要は	

単身世帯の２倍とみなす）によって、世帯当たりの消費を世帯人員当たり消費に換算した。具体的な計算式は以下のとおり。
															　　　　　　　１世帯当たりの1か月間の支出　　　
　　　　　　　　　　　消費者物価指数×世帯人員数の平方根
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特別企画―平成25年　労働経済の年間分析

57

経
済
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
低
迷
す
る
中
で
、

将
来
の
不
確
実
性
や
不
安
の
高
ま
り
に
よ
っ

て
、
人
々
が
貯
蓄
行
動
を
取
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
も
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。
将
来
不
安

を
緩
和
す
る
こ
と
を
通
じ
て
予
備
的
な
貯
蓄

行
動
を
抑
制
し
、
消
費
を
拡
大
す
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

　

平
均
消
費
性
向
の
推
移
を
み
る
と
、
一
定

の
年
齢
ま
で
は
貯
蓄
を
積
み
増
し
し
て
い
く

た
め
、
平
均
消
費
性
向
は
低
下
す
る
も
の
の
、

そ
れ
以
降
、
貯
蓄
の
取
り
崩
し
が
始
ま
り
消

費
性
向
は
高
ま
っ
て
い
く
。
世
代
別
に
み
る

と
、
団
塊
の
世
代
を
始
め
と
し
た
高
齢
世
代

で
消
費
性
向
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
旺
盛
な

消
費
意
欲
を
示
唆
し
て
い
る
。
団
塊
の
世
代

は
消
費
額
が
少
な
く
な
る
高
齢
層
と
な
っ
て

い
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
世
代
の
消
費
意
欲

を
う
ま
く
取
り
込
む
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
個
々
の
消
費
費
目
ご
と
に
世
代

間
で
消
費
行
動
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か

み
て
い
こ
う
（
厳
密
に
は
そ
の
時
々
の
経
済

情
勢
の
影
響
も
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

に
留
意
）。
第
19
図
に
よ
り
、
一
〇
大
費
目

の
世
代
別
消
費
動
向
を
み
る
と
、
全
般
的
な

特
徴
と
し
て
は
、
高
齢
世
代
ほ
ど
食
料
、
家

具
・
家
事
用
品
、
被
服
及
び
履
物
等
へ
の
支

出
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
若
い
世
代
ほ
ど
通

信
、
保
健
医
療
、
教
育
、
光
熱
・
水
道
、
教

養
娯
楽
等
へ
の
支
出
が
多
く
な
る
傾
向
が
確

認
さ
れ
る
。
耐
久
消
費
財
に
着
目
を
す
る
と
、

家
具
・
家
事
用
品
の
う
ち
家
庭
用
耐
久
財（
冷

蔵
庫
、
電
子
レ
ン
ジ
、
ミ
シ
ン
、
エ
ア
コ
ン
、

ス
ト
ー
ブ
等
）
は
若
い
世
代
ほ
ど
支
出
が
少

な
く
な
る
傾
向
が
あ
る
が
、
教
養
娯
楽
用
耐

久
財
（
テ
レ
ビ
、
ビ
デ
オ
、
パ
ソ
コ
ン
、
カ

メ
ラ
、
楽
器
等
）
は
若
い
世
代
ほ
ど
支
出
が

大
き
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、携
帯
電
話（
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
含
む
）
の
利
用
を
中
心
に

通
信
へ
の
支
出
が
若
い
世
代
ほ
ど
高
ま
っ
て

い
る
。
交
際
費
は
高
齢
世
代
ほ
ど
支
出
額
が

多
く
な
っ
て
お
り
、
子
や
孫
の
世
帯
な
ど
世

帯
外
へ
の
金
品
の
贈
与
が
多
く
な
っ
て
い
る

こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
消
費
動
向
か
ら
、
財
で
は
教
養

娯
楽
用
耐
久
財
等
、
サ
ー
ビ
ス
で
は
通
信
等

を
中
心
に
シ
ェ
ア
が
高
ま
り
、
全
体
と
し
て

財
か
ら
サ
ー
ビ
ス
へ
、
基
礎
的
な
支
出
か
ら

選
択
的
な
支
出
へ
と
い
う
流
れ
の
一
層
の
進

行
が
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
人
口
の
高
齢
化

が
進
行
す
る
中
で
、
世
代
に
よ
り
異
な
る
消

費
構
造
が
消
費
全
体
に
及
ぼ
す
影
響
を
注
視

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
消
費
の
増
加
が
生
産
に
与
え
る
効
果
）

　

最
近
の
景
気
回
復
は
、
個
人
消
費
の
寄
与

が
大
き
い
と
冒
頭
で
説
明
し
た
。
経
済
活
動

は
、
生
産
・
分
配
・
支
出
と
い
う
循
環
を
繰

り
返
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
景
気
の
自
律
的

回
復
の
た
め
に
は
、
需
要
に
占
め
る
割
合
の

大
き
い
消
費
の
増
加
が
生
産
を
促
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
年

の
消
費
支
出
の
増
加
が
ど
の
程
度
生
産
を
誘

発
さ
せ
て
い
る
の
か
、
平
成
一
七
年
産
業
連

関
表
に
お
け
る
最
終
需
要
項
目
別
生
産
誘
発

係
数
（
あ
る
最
終
需
要
項
目
が
合
計
で
一
単

位
だ
け
増
加
し
た
と
き
に
、
各
部
門
の
生
産

を
ど
れ
だ
け
誘
発
す
る
か
を
示
し
た
指
標
）

を
利
用
し
て
推
計
し
て
み
る
。

　

ま
ず
、
二
○
一
二
年
と
二
○
一
三
年
の
民

間
最
終
消
費
支
出
額
（
各
年
一
～
三
月
期
か

ら
七
～
九
月
期
の
単
純
平
均
）
を
比
較
す
る

と
、
雇
用
者
所
得
の
増
加
や
株
高
に
よ
る
資

産
効
果
等
を
背
景
と
し
て
、
消
費
支
出
は
約

三
兆
二
○
○
○
億
円
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ

に
、
最
終
需
要
項
目
別
生
産
誘
発
係
数
を
か

け
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
産
業
別
に

誘
発
さ
れ
る
生
産
額
を
推
計
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
前
年
か
ら
比
べ
て
、

生
産
額
が
約
四
兆
九
○
○
○
億
円
増
加
し
て

い
る
と
推
計
さ
れ
る
。
第
20
図
に
よ
り
全
体

に
占
め
る
生
産
誘
発
額
の
割
合
を
産
業
別
に

み
る
と
、
製
造
業
が
約
二
三
％
、
不
動
産
が

約
一
五
％
、
商
業
が
約
一
四
％
を
占
め
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
消
費
は
生
産
を
促
す
重
要

な
要
素
で
あ
り
、
今
後
も
引
き
続
き
消
費
が

拡
大
す
る
よ
う
、
企
業
収
益
の
増
加
と
と
も

に
、
賃
金
上
昇
や
雇
用
拡
大
を
伴
う
経
済
の

好
循
環
実
現
に
向
け
た
共
通
認
識
が
醸
成
さ

れ
、
雇
用
者
所
得
の
拡
大
が
実
現
し
て
い
く

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
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第20図　民間最終消費支出の増加に誘発される主な産業別生産額

○　民間最終消費支出の増加は、特に、製造業、不動産、商業の生産を誘発する。

資料出所　内閣府「国民経済計算」、厚生労働省「平成17年（2005年）産業連関表　労働誘発係数」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて推計
　　（注）　	2012年第1四半期～第３四半期から2013年第1四半期～第３四半期（1次速報）の民間最終消費支出の増加分（約3兆2000億円）に、最終需要項目別	

生産誘発係数をかけて算出。


